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本日の概要 2

◼ 広域予備率による需給運用が開始され、市場のシグナルや需給対策の実施判断の指標としての予備率の重要性
が高くなっている。

◼ 2024年度は、容量市場の実需給年度になることや、一次二次調整力の取引が開始されることなど、需給運用のさ
らなる広域化が進められる。そのため、適切な予備率の把握や、需給運用においては、容量市場や需給調整市場
の仕組みに対応した電源情報の収集と対策の実施といった対応が必要になっている。

◼ 第79回の本委員会では、2024年度に開始する翌々日計画や非調整電源の余力等による需給状況のさらなる把
握に向けた仕組みの検討状況について報告した。

◼ 今回は、翌々日の広域予備率48点化に向けた揚水発電の予備力計上方法についてご議論いただき、次回以降の
ケーススタディにつなげたい。



（参考）広域予備率に関する制度変更のスケジュール 3

◼ これまでの需給運用を踏まえて、まずは情報把握の仕組みを強化し、需給運用の高度化に向けた基盤を整備して
いく。これに合わせて制度設計上の位置づけ等についても引き続き検討する。

◼ 広域予備率の算定はインバランス料金制度と連携していることから、算定方法については電力・ガス取引監視等委員
会等の関係機関とも連携し検討する。また、システム面も含めて慎重に取り扱うことが必要であり、他制度のスケ
ジュールなども踏まえ時間軸を考えつつ、具体的な改善に向け取り組んでいく。

項 目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

広域予備率による
需給運用

新インバランス
料金制度

広域需給調整

需給ひっ迫準備情報・注
意報・警報

翌々日計画

容量市場

需給調整市場

試行運用開始 本格運用開始

運用開始
広域予備率への

１本化

運用開始 48点化（予定）

運用開始

9エリアでの
運用開始

需給ひっ迫時の
活用開始

運用開始

三次②
運用開始

三次①
運用開始

一次・二次①・②
運用開始
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（参考）翌々日計画の概要 4

2024年度以降の翌々日計画に関する事業者説明会資料 P.4（2023年3月29日）



（参考）翌々日計画における48点での広域予備率の算出・公表の必要性について 5

◼ 第48回本委員会では、週間計画を更新する形で翌々日計画を実施することと整理していた。一方、この後に発生し
た需給ひっ迫を踏まえ、需給ひっ迫に関する情報発信の重要性が高まってきている。

◼ この状況変化を踏まえ、翌々日計画について、より正確な需給状況の把握を目的として広域予備率を48点で算
出・公表していく必要がある。

◼ 広域予備率の48点での算出・公表にあたり、BG計画・調整電力計画も48点での計画提出が必要となるため事業
者の負担は増加するものの、次の観点から事業者にもメリットがあると考える。

➢ BGは、前日スポット市場取引前に販売・調達に、2点と比較して精度の高い指標が得られる。

➢ 一般送配電事業者としては、翌々日断面で2点と比較して精度の高い需給状況を確認することで、需給ひっ
迫状況の公表や早期の追加供給力対策が可能となる。

➢ 加えて、翌々日計画が48点化されることで、揚水運用の課題についても翌々日までを見通した潜在計算が
可能となるメリットもある。

◼ 他方で、各BGや一般送配電事業者、広域機関のそれぞれのシステム改修等に必要となる期間を確保する必要があ
り、 2024年度から２点、2025年度から広域予備率を48点で算出・公表を目指し、これに伴い、調整電力計画
及びBG計画も48点化していくこととしたい。
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（参考）非調整電源への対応（今冬の対応） 6

◼ 既存の発電販売計画では、発電計画値のほか、発電上限値を入力することができる。非調整電源については記
入の考え方が示されていないことから、設備定格や発電計画値など事業者毎に異なる値が入力されている。

◼ 非調整電源の事業者において当該入力欄に市場に販売可能な量を記載すれば、システム上もひっ迫時に供給力
として期待できる非調整電源の余力を把握することも可能である。

◼ 現在、このような余力は、追加供給力対策として広域機関等からの要請により、市場への供出を求めているが、こうし
た対策の効果量を考える上でも重要な情報となる。一方、こうした情報を直接供給力として見込むことが適切かにつ
いては、容量市場開始後の需給運用の仕組みと合わせて、取り扱いについてデータを収集した後に確認の上で議論
が必要となる。

◼ いずれにしても講じたデータを把握することが、電力の需給運用上は重要となることから、事業者周知など必要な対応
を実施し、まず情報収集に着手することとしたい。

第79回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料5 P.20（2022年11月22日）



（参考）非調整電源への対応（2024年度以降の対応） 7

◼ 2024年度以降、容量市場で落札した電源による需給運用等が開始になる一方、電源Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ運用が取りやめと
なることから、各計画断面の電源の余力把握方法や広域予備率に使用する計画値の考え方について検討。

◼ 特にひっ迫時の供給指示により発電可能な量も含めた余力（下図の販売不可分）について適切に把握する仕組
みとしていきたい。

計画断面

翌日・当日計画

余力把握 広域予備率計算

平常時 需給ひっ迫時 平常時、需給ひっ迫時

非調整
電源

落札電源
①市場販売可能量を発電上限と
し、発電計画値との差分で把握

②販売不可分を発電上限とし、
発電計画値との差分で把握

・発電計画値を採用
（余力データの質を継続して
確認）

非落札電源
(FIP含む)

同上 同上 同上

送電端
最大
出力

容量市場
契約容量

発電予定

市場販売
可能量

販売
不可分

物理的
販売不可分

発電
計画

前日・当日計画

発
電
余
力

②

①

発電余力 ：発電上限ー発電計画

発電予定 ：現時点で運転する計画値

市場販売 ：SP市場や時間前市場等で
可能量 販売可能な量

販売不可分：燃料在庫等を踏まえて
販売しない供給力
（需給ひっ迫の供給指示
により発電可能な量）

物理的販売：電源トラブル等により需給ひっ迫
不可分 時においても供給できない量

第79回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料5 P.21（2022年11月22日）



8

１．翌々日の需給情報の必要性

２．揚発予備力の計上方法の検討

３．今後の対応の提案



2024年度以降の翌々日の予備率の活用 9

◼ 2024年度からは、週間から前々日の時点で需給が厳しいことが判明した場合は、広域機関からひっ迫のおそれを知
らせ（容量市場におけるリクワイアメントのアラート）、発電事業者にバランス停止機の起動や揚水発電の上池への
ポンプアップを促すなどの対応を行う。

◼ また、各事業者は公表された翌々日の予備率を踏まえてスポット市場に入札できるため、翌々日までの時間を考慮
したさらなる供給力の供出などを期待できる。

◼ このように、翌々日の予備率は容量市場におけるリクワイアメントや発動指令電源の発動などの重要な指標となる。

事業者の動き

バランス停止電源の起動
（準備）

揚水発電のポンプアップ

供給力の調達の検討

ひっ迫おそれのアラート

ひっ迫への需給対応

発電

小売

広域
一送

容量市場リクワイアメント対応

電源の起動
スポット市場への応札

供給力の調達

発動指令電源の発動

余力活用電源の運用

スポット市場や時間前市場による
供給力の増加

早期の起動による予備力の増加

翌々日の需給が
改善

予備率と市場の動き

0時 24時
（0時）

24時1日目 2日目
18時 10時 17時

翌々日までの
48点予備率公表

翌日分の
時間前市場開始

翌日分の
スポット市場約定

市場入札



（参考）2024年度以降の前々日における広域予備率の目的 10

第48回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料2-1（2020年2月18日）加工



（参考）翌々日の予備率に関するスケジュール等 11

◼ 2024年度以降開始の翌々日計画の運用ついて整理した。

◼ 具体的には、2024年度からは週間計画と同様に最大需要時、最小予備率時の2点の広域予備率を算出・公表
するため、BG及び一般送配電事業者は週間計画を締切日時までに更新することとする。

◼ また、2025年度からは前日・当日計画と同様に48点の広域予備率を算出・公表するため、BG及び一般送配電
事業者は新たに48点のBG計画・調整電力計画を締切日時までに提出する。

◼ なお、週間計画の48点化は具体的な必要性に応じて検討することとしたい。

第80回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料4 P.18（2022年12月26日）

＜全体スケジュール＞

翌々日計画
週間計画を更新する形で計画提出

2022年度末頃

週間計画２点更新
事業者準備期間

2025年4月
翌々日計画
運用開始

48点計画提出
事業者準備期間

2024年4月
翌々日計画
運用開始

翌々日計画
48点で計画提出

翌々日計画
運用開始に関す
る事業者説明会

広域機関

事業者

翌々日計画48点で
広域予備率算出・公表

翌々日計画
2点で広域予備率算出・公表



（参考）ゲートクローズ後の余力活用 12

◼ 2024年度以降は、一般送配電事業者がゲートクローズ後に需給バランス調整等を行うときは、ゲートクローズ前の
発電事業者等の計画策定に支障を与えないことを前提に、その余力を活用できる。



13

１．翌々日の需給情報の必要性

２．揚発予備力の計上方法の検討

３．今後の対応の提案



現状の揚水発電の予備力の計上方法とその課題 14

◼ 検討にあたり、①毎日18時に公表する翌日・翌々日計画における揚水発電の計上方法と、②当日30分毎に算
定・更新する広域予備率における揚水発電の計上方法のそれぞれについて整理したい。

◼ ②については当日の30分毎（ゲートクローズ毎）に行う更新（再配分）時に、その時点における上池の残量（未
使用分）を以後の時間に再配分していることから、当日夜間の実需給が近づくにつれて改善する傾向があり、日付け
が変わるところでギャップも生じている。

◼ また、冬季は夜間にポンプアップできる時間が短く、上池水量を十分に確保できない可能性があるため、翌日の需給
が厳しい場合には前日の段階で追加供給力対策を実施する必要もある。

◼ 特に24年度以降は、調整力として調達した量を除き、揚水発電はBGによる運用※になることも踏まえれば、シグナル
としての広域予備率への影響にも注意が必要になる。

東京エリアの予備率（6/27～7/1）

ゲートクローズ時点に算出される予備力
0時 24時

使わなかった分を追加で加算

0時 24時

前日計画時点に算出される予備力

揚水発電所
上池

再計算

揚水発電予備力の計上方法

設備容量内で
予備率一定貼り付け

※ 需給ひっ迫時については一時的に一般送配電事業者に池全体の水位を運用

0

10

20

30

40

6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2

エリア予備率（前日時点） エリア予備率（当日GC毎）予備率
（GC時点）

予備率
（前日時点）

再配分による増加

予備率一定計算範囲の
変化による急減少
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（参考）深夜の電源Ⅲ供給力と揚水発電実績の一例 15

◼ 深夜の電源Ⅲ発電計画が減少している時間帯においても揚水発電が発電していた。

第76回制度設計専門会合 資料6 P.15 一部抜粋（2022年8月30日）

6/29の東京エリアの電源Ⅲ（火力）発電計画と揚水発電実績

電源Ⅲの発電が減少している
深夜も揚水発電している

電源Ⅲ（火力）の発電計画

揚水発電の発電実績

[万kW]

ピーク時間帯に対して
深夜帯の電源Ⅲ（火力）計画値が

約100~150万kW低下



（参考）予備率一定の潜在計算イメージ 16

第47回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2020年1月28日）資料2



（参考）制度設計専門会合における議論事項 17

第79回制度設計専門会合 資料6（2022年8月30日）



18

１．翌々日の需給情報の必要性

２．揚発予備力の計上方法の検討

３．検討の方向性の提案



0

5

10

15

20

25

3

翌日の行動による
予備率の改善

揚発予備力の計上方法（毎日18時に公表する翌日・翌々日の予備率） 19

◼ 2025年度から毎日18時に2日分の48点の広域予備率が公表される。その際に翌々日（2日目）の予備率の水
準に応じて、需給ひっ迫の可能性を伝えるため、「需給ひっ迫準備情報」（5%）が発出される。

◼ この予備率によって小売事業者にスポット市場による調達を促すとともに、特に需給ひっ迫準備情報が発出された状
況においては翌日の節電等の行動が、翌々日の需給バランス改善に寄与することも説明しやすくなる。

0時 12時 0時 12時 0時

翌々日翌日

未使用分の追加
節電や供給力の増加等により

揚水発電量の減少

◆ 現状の揚水発電の計算方法を前提とすれば、翌日分については現状通り予備率が一定になるように1日に配分し、
翌々日については、翌日0時断面の上池予想量に夜間のポンプアップ分を加え、同様に計算を行う方法が考えられ
る（2ステップ配分）。

◆ その他に、2日間に上池水量を予備率が一定になるように配分する方法も考えられる（1ステップ配分）が、既に需
給ひっ迫警報/注意報が3％/5％という基準で発令された実績があることや、継続性の観点からも、翌日の算定結果
は、現状と同じになる計算方法（2ステップ配分）の方が混乱は少ないと考えられる。

◆ 毎日18時に公表する広域予備率の算定方法としては、この2ステップ配分の方法を基本としてはどうか。

検討方針

0時 12時 0時 12時 0時

翌々日翌日

前日夕方に公表する予備率（計画時点）需給バランスと揚水発電の予備力



揚発予備力の計上方法（当日に更新する予備率）【現行】 20

◼ 30分ごとに更新する当日の予備率（GC時点）においては、現行の算出方法として以下の２つがある。

① GC以降の当日に配分（現行）

0時 24時

当日の残りのコマに予備率一定配分

揚水発電所
上池

2日目の需給に揚水残量を考慮せず、当日に使い切るように配分

② 3時間で使い切るように配分

0時 24時

それぞれのコマに上池水量を3時間で割った値を貼りつけ

揚水発電所
上池

補正料金算定インデックスにおいて用いている算定方法

＜現時点で想定される評価＞
•日付が変わる時点で大きく予備率が下がる。
•ひっ迫注意報等が発令され、翌日の需給ひっ迫が想定
されている状況でも予備率が改善したように見える（需
要家側への説明性。）
•翌日に向けた夜間の需給対策の基準がわかりづらく、
別途基準や揚水残量管理に基づく融通判断が必要。
•予備率0％以下でも供給できる状況がある。ただし各コ
マに配分した揚水発電可能量＝設備容量とならない
場合は他の案でも生じうる。

＜現時点で想定される評価＞
•3時間で配分し、それ以降の時間帯では予備率が大き
く低下し、ひっ迫の判別が難しい。
•足下の供給力としてあるものが計上されているため、そ
の断面における実態に近い供給力を表している。
•3時間で割った量を終日のコマに配分する場合は発電
可能量を超えているため、適切なアラートにならないか。



揚発予備力の計上方法（当日に更新する予備率）【翌々日計画を踏まえた算定】 21

◼ 翌々日計画の48点化により、以下の２つの方法も可能となる。それぞれ夜間のポンプアップやエリア間融通による揚
水の考慮など算定が複雑になることが想定されるが、当日に更新する予備率について、まずはそれぞれの算出方法に
ついてケーススタディを行い、今後ご議論いただきたい。

③ GC以降の2日目まで配分

①を2日目まで引き延ばして、2日目まで使い切るように配分

④ GC以降の24時間をスライドしながら配分

2日目の需給バランスを活用し、常に24時間で配分（前日18時公表の配分に近い予備率で推移する）

揚水発電所
上池

0時 0時 0時

当日 翌日
再計算

GC時点の2日目終日まで全量貼り付け

0時 0時 0時
再計算

GC（再計算）時点から24時間の範囲に使い切るように配分

当日 翌日

揚水発電所
上池

＜現時点で想定される評価＞
•日付が変わる時点で大きく予備率が下が
る。ただし①よりは緩和する。
•前日公表時の1ステップ配分手法と親和
性があるが、2日間に配分するため、予備
率はこれまでよりも低くなる。
•翌日の需給が当日予備率にも反映される
ため、追加供給力対策を判断しやすくなる。

＜現時点で想定される評価＞
•2ステップ配分手法と親和性があり、前日
公表の予備率と同様に24時間に配分す
るため、連続性がある（ただしスポット市
場結果の反映などによるギャップはある。）
•計算が複雑でシステムに時間が掛かる可
能性がある。
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◼ 次回は揚水発電の予備力の計上方法について、ケーススタディの結果を踏まえながら、ご議論いただく。

◼ また、2024年度に向けて、補正料金算定インデックスに関する国の議論も注視しながら本委員会で検討していく。

項 目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

容量市場

広域需給調整

翌々日計画

需給調整市場

2点運用開始 48点化（予定）

実需給開始

9エリアでの
運用開始

需給ひっ迫時の
活用開始

三次②
運用開始

三次①
運用開始

一次・二次①・②
運用開始


